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初
任
者
研
修
関
係
法
令

教
育
公
務
員
特
例
法

○

（
昭
和
二
四
年
一
月
一
二
日
法
律
第
一
号
）

（
定
義
）こ

の
法
律
で
「
教
育
公
務
員
」
と
は
、
学
校
教
育
法

第
二
条

（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
一
条
に
定
め
る
学

校
で
、
同
法
第
二
条
に
定
め
る
国
立
学
校
及
び
公
立
学
校
の

学
長
、
校
長
（
園
長
を
含
む
。
以
下
同
じ

、
教
員
及
び
部

。
）

局
長
並
び
に
教
育
委
員
会
の
教
育
長
及
び
専
門
的
教
育
職
員

を
い
う
。

２

こ
の
法
律
で
「
教
員
」
と
は
、
前
項
の
学
校
の
教
授
、
助

教
授
、
教
頭
、
教
諭
、
助
教
諭
、
養
護
教
諭
、
養
護
助
教
諭

及
び
講
師
（
常
時
勤
務
の
者
に
限
る
。
第
二
十
条
の
二
第
三

項
を
除
き
、
以
下
同
じ

）
を
い
う
。

。

３
、
４

略

（
条
件
附
任
用
）国

立
の
小
学
校
、
中
学
校
、
高
等
学
校
、
中

第
十
三
条
の
二

等
教
育
学
校
、
盲
学
校
、
聾
学
校
、
養
護
学
校
及
び
幼
稚
園

（
以
下
「
小
学
校
等
」
と
い
う

）
の
教
諭
、
助
教
諭
及
び

。

講
師
（
以
下
「
教
諭
等
」
と
い
う

）
に
係
る
国
家
公
務
員

。

法
第
五
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
採
用
に
つ
い
て
は
、
同

項
中
「
六
月
を
下
ら
な
い
期
間
」
と
あ
る
の
は
「
一
年
」
と

し
て
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

２

公
立
の
小
学
校
等
の
教
諭
等
に
係
る
地
方
公
務
員
法
第
二

十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
採
用
に
つ
い
て
は

同
項
中

六

、

「

月
」
と
あ
る
の
は
「
一
年
」
と
し
て
同
項
の
規
定
を
適
用
す

る
。

３

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
四
十
条
に
定
め
る
場
合

の
ほ
か
、
公
立
の
小
学
校
等
の
校
長
又
は
教
員
で
地
方
公
務

員
法
第
二
十
二
条
第
一
項
（
前
項
の
規
定
に
お
い
て
読
み
替

え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む

）
の
規
定
に
よ
り
正
式
任
用

。

に
な
つ
て
い
る
者
が
、
引
き
続
き
同
一
都
道
府
県
内
の
公
立

の
小
学
校
等
の
校
長
又
は
教
員
に
任
用
さ
れ
た
場
合
に
は
、

、

。

そ
の
任
用
に
つ
い
て
は

同
条
同
項
の
規
定
は
適
用
し
な
い

（
研
修
）

、

、

第
十
九
条

教
育
公
務
員
は

そ
の
職
責
を
遂
行
す
る
た
め
に

絶
え
ず
研
究
と
修
養
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

教
育
公
務
員
の
任
命
権
者
は
、
教
育
公
務
員
の
研
修
に
つ

い
て
、
そ
れ
に
要
す
る
施
設
、
研
修
を
奨
励
す
る
た
め
の
方

途
そ
の
他
研
修
に
関
す
る
計
画
を
樹
立
し
、
そ
の
実
施
に
努

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
研
修
の
機
会
）

教
育
公
務
員
に
は
、
研
修
を
受
け
る
機
会
が
与
え

第
二
十
条

ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

教
員
は
、
授
業
に
支
障
の
な
い
限
り
、
本
属
長
の
承
認
を

、

。

受
け
て

勤
務
場
所
を
離
れ
て
研
修
を
行
う
こ
と
が
で
き
る

３

教
育
公
務
員
は
、
任
命
権
者
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

現
職
の
ま
ま
で
、
長
期
に
わ
た
る
研
修
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
る
。

（
初
任
者
研
修
）小

学
校
等
の
教
諭
等
の
任
命
権
者
は
、
小
学

第
二
十
条
の
二

校
等
の
教
諭
等
（
政
令
で
指
定
す
る
者
を
除
く

）
に
対
し

。

て
、
そ
の
採
用
の
日
か
ら
一
年
間
の
教
諭
の
職
務
の
遂
行
に

必
要
な
事
項
に
関
す
る
実
践
的
な
研
修
（
以
下
「
初
任
者
研

修
」
と
い
う

）
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

。

２

任
命
権
者
が
定
め
る
初
任
者
研
修
に
関
す
る
計
画
は
、
教

員
の
経
験
に
応
じ
て
実
施
す
る
体
系
的
な
研
修
の
一
環
を
な

す
も
の
と
し
て
樹
立
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

任
命
権
者
（
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る

法
律
第
三
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
県
費
負
担
教
職
員
に

つ
い
て
は
、
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む

）
の
教
育
委
員
会
。

。

第
二
十
一
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ

）
は
、
初
任
者
研
修

。

を
受
け
る
者
（
次
項
に
お
い
て
「
初
任
者
」
と
い
う

）
の

。

所
属
す
る
学
校
の
教
頭
、
教
諭
又
は
講
師
の
う
ち
か
ら
、
指

導
教
員
を
命
じ
る
も
の
と
す
る
。

４

指
導
教
員
は
、
初
任
者
に
対
し
て
教
諭
の
職
務
の
遂
行
に。

必
要
な
事
項
に
つ
い
て
指
導
及
び
助
言
を
行
う
も
の
と
す
る

（
昭
六
三
・
五
・
三
一
法
七
○
）

附

則

（
施
行
期
日
）

こ
の
法
律
は
、
昭
和
六
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

第
一
条

す
る
。

（
幼
稚
園
等
の
教
諭
等
に
対
す
る
研
修
等
の
特
例
）

幼
稚
園
並
び
に
盲
学
校
、
聾
学
校
及
び
養
護
学
校
の

第
二
条

幼
稚
部
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
幼
稚
園
等
」
と
い
う

）。

の
教
諭
、
助
教
諭
及
び
講
師
（
以
下
「
教
諭
等
」
と
い
う

）。

の
任
命
権
者
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
改
正
後
の
教
育
公

務
員
特
例
法
（
以
下
「
新
法
」
と
い
う

）
第
二
十
条
の
二

。

第
一
項
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
幼

稚
園
等
の
教
諭
等
の
任
命
権
者
（
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十

二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項

の
指
定
都
市
（
次
項
に
お
い
て
「
指
定
都
市
」
と
い
う

）
。

以
外
の
市
町
村
の
設
置
す
る
幼
稚
園
等
の
教
諭
等
に
つ
い
て

は
、
当
該
市
町
村
を
包
括
す
る
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
）

は
、
採
用
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
に
満
た
な
い
幼
稚
園

等
の
教
諭
等
（
政
令
で
指
定
す
る
者
を
除
く

）
に
対
し
て
、

。

昭
和
六
十
四
年
度
か
ら
昭
和
六
十
七
年
度
ま
で
の
年
度
で
政

令
で
指
定
す
る
年
度
か
ら
、
幼
稚
園
等
の
教
諭
の
職
務
の
遂

行
に
必
要
な
事
項
に
関
す
る
研
修
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

２

市
（
指
定
都
市
を
除
く

）
町
村
の
教
育
委
員
会
は
、
そ

。

の
所
管
に
属
す
る
幼
稚
園
等
の
教
諭
等
に
対
し
て
都
道
府
県

の
教
育
委
員
会
が
行
う
前
項
後
段
の
研
修
に
協
力
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

３

新
法
第
十
三
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
当

分
の
間
、
幼
稚
園
等
の
教
諭
等
に
つ
い
て
は
適
用
し
な
い
。

（
初
任
者
研
修
の
実
施
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

小
学
校
、
中
学
校
及
び
高
等
学
校
並
び
に
盲
学
校
、

第
三
条

聾
学
校
及
び
養
護
学
校
の
小
学
部

中
学
部
及
び
高
等
部

以

、

（

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定
小
学
校
等
」
と
い
う

）
の
教

。

諭
等
に
対
す
る
新
法
第
二
十
条
の
二
第
一
項
の
初
任
者
研
修

は
、
昭
和
六
十
四
年
度
か
ら
昭
和
六
十
六
年
度
ま
で
の
各
年

度
に
お
い
て
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
定
小
学

校
等
の
教
諭
等
に
採
用
さ
れ
る
者
の
数
の
推
移
そ
の
他
の
事

情
を
考
慮
し
、
政
令
で
指
定
す
る
学
校
の
教
諭
等
に
対
し
て

は
、
こ
れ
を
実
施
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

２

新
法
第
十
三
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
前

項
の
政
令
で
指
定
す
る
学
校
以
外
の
特
定
小
学
校
等
の
教
諭

等
に
つ
い
て
適
用
し
、
こ
れ
ら
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
日
前

に
当
該
特
定
小
学
校
等
の
教
諭
等
に
採
用
さ
れ
た
者
に
つ
い

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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教
育
公
務
員
特
例
法
施
行
令

○

（
昭
和
二
四
年
一
月
一
二
日
政
令
第
六
号
）

（
初
任
者
研
修
の
対
象
か
ら
除
く
者
）

法
第
二
十
条
の
二
第
一
項
の
政
令
で
指
定
す
る

第
一
条
の
二

者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一

臨
時
的
に
任
用
さ
れ
た
者

二

教
諭
、
助
教
諭
又
は
講
師
（
常
時
勤
務
の
者
に
限
る

）。

と
し
て
国
立
、
公
立
又
は
私
立
の
学
校
（
大
学
及
び
高
等

専
門
学
校
を
除
く

）
に
お
い
て
引
き
続
き
一
年
を
超
え

。

る
期
間
を
勤
務
し
た
こ
と
が
あ
る
者
で
、
任
命
権
者
（
地

方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百

五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
（
以
下
「
指
定
都

市
」
と
い
う

）
の
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に

。

関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第

三
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
県
費
負
担
教
職
員
（
以
下

「
県
費
負
担
教
職
員
」
と
い
う

）
に
つ
い
て
は
、
当
該

。

指
定
都
市
の
教
育
委
員
会
、
市
（
指
定
都
市
を
除
く
。
以

下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ

）
町
村
が
設
置
す
る
中
等
教

。

育
学
校
（
後
期
課
程
に
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法

律
第
二
十
六
号
）
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
定
時
制
の

課
程
の
み
を
置
く
も
の
を
除
く

）
の
県
費
負
担
教
職
員

。

に
つ
い
て
は
当
該
市
町
村
の
教
育
委
員
会
）
が
教
諭
の
職

務
の
遂
行
に
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
の
知
識
又
は
経
験
の

程
度
を
勘
案
し
、
法
第
二
十
条
の
二
第
一
項
の
初
任
者
研

修
を
実
施
す
る
必
要
が
な
い
と
認
め
る
も
の

三

教
育
職
員
免
許
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
四
十
七

号
）
第
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
特
別
免
許
状
を
有
す
る

者

（
平
成
元
・
三
・
二
二
政
五
四
）

附

則

１

こ
の
政
令
は
、
平
成
元
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

教
育
公
務
員
特
例
法
及
び
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運

営
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
改
正

法
」
と
い
う

）
附
則
第
二
条
第
一
項
の
政
令
で
指
定
す
る

。

者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一

臨
時
的
に
任
用
さ
れ
た
者

二

教
諭
、
助
教
諭
又
は
講
師
（
常
時
勤
務
の
者
に
限
る

）。

と
し
て
国
立
、
公
立
又
は
私
立
の
学
校
（
大
学
及
び
高
等

専
門
学
校
を
除
く

）
に
お
い
て
引
き
続
き
一
年
を
超
え

。

る
期
間
を
勤
務
し
た
こ
と
が
あ
る
者
で
、
改
正
法
附
則
第

二
条
第
一
項
後
段
の
研
修
を
実
施
す
べ
き
任
命
権
者
又
は

都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
が
教
諭
の
職
務
の
遂
行
に
必
要

な
事
項
に
つ
い
て
の
知
識
又
は
経
験
の
程
度
を
勘
案
し
、

当
該
研
修
を
実
施
す
る
必
要
が
な
い
と
認
め
る
も
の

、

３

改
正
法
附
則
第
二
条
第
一
項
の
政
令
で
指
定
す
る
年
度
は

平
成
四
年
度
と
す
る
。

（
平
成
四
・
三
・
二
一
政
三
六
・
一
部
改
正
）

地
方
公
務
員
法

○

（
昭
和
二
五
年
一
二
月
一
三
日
法
律
第
二
六
一
号
）

（
研
修
）

職
員
に
は
、
そ
の
勤
務
能
率
の
発
揮
及
び
増
進

第
三
十
九
条

の
た
め
に
、
研
修
を
受
け
る
機
会
が
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

２

前
項
の
研
修
は
、
任
命
権
者
が
行
う
も
の
と
す
る
。

３

人
事
委
員
会
は
、
研
修
に
関
す
る
計
画
の
立
案
そ
の
他
研。

修
の
方
法
に
つ
い
て
任
命
権
者
に
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び

○

運
営
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
三
一
年
六
月
三
○
日
法
律
第
一
六
二
号
）

（
研
修
）

県
費
負
担
教
職
員
の
研
修
は
、
地
方
公
務
員
法

第
四
十
五
条

第
三
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
市
町
村
委
員

会
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２

市
町
村
委
員
会
は
、
都
道
府
県
委
員
会
が
行
う
県
費
負
担

教
職
員
の
研
修
に
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
初
任
者
研
修
に
係
る
非
常
勤
講
師
の
派
遣
）

市
（
指
定
都
市
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に

第
四
十
七
条
の
二

お
い
て
同
じ

）
町
村
の
教
育
委
員
会
は
、
都
道
府
県
委
員

。

会
が
教
育
公
務
員
特
例
法
第
二
十
条
の
二
第
一
項
の
初
任
者

研
修
を
実
施
す
る
場
合
に
お
い
て
、
市
町
村
の
設
置
す
る
小

学
校
、
中
学
校
、
高
等
学
校
、
中
等
教
育
学
校
（
後
期
課
程

に
定
時
制
の
課
程
（
学
校
教
育
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す

る
定
時
制
の
課
程
を
い
う
。
以
下
同
じ

）
の
み
を
置
く
も

。

の
に
限
る

、
盲
学
校
、
聾
学
校
又
は
養
護
学
校
に
非
常
勤

。
）

の
講
師
（
高
等
学
校
に
あ
つ
て
は
、
定
時
制
の
課
程
の
授
業

を
担
任
す
る
非
常
勤
の
講
師
に
限
る

）
を
勤
務
さ
せ
る
必

。

要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
都
道
府
県
委
員
会
に
対
し
、

当
該
都
道
府
県
委
員
会
の
事
務
局
の
非
常
勤
の
職
員
の
派
遣

を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
求
め
に
応
じ
て
派
遣
さ
れ
る
職
員

第
（

四
項
に
お
い
て
「
派
遣
職
員
」
と
い
う

）
は
、
派
遣
を
受

。

け
た
市
町
村
の
職
員
の
身
分
を
併
せ
有
す
る
こ
と
と
な
る
も

の
と
し
、
そ
の
報
酬
及
び
職
務
を
行
う
た
め
に
要
す
る
費
用

の
弁
償
は
、
当
該
職
員
の
派
遣
を
し
た
都
道
府
県
の
負
担
と

す
る
。

３

市
町
村
の
教
育
委
員
会
は
、
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
派

遣
さ
れ
た
非
常
勤
の
講
師
の
服
務
を
監
督
す
る
。

４

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
派
遣
職
員
の
身
分
取
扱

に
関
し
て
は
、
当
該
職
員
の
派
遣
を
し
た
都
道
府
県
の
非
常

勤
の
講
師
に
関
す
る
定
め
の
適
用
が
あ
る
も
の
と
す
る
。

（
指
定
都
市
に
関
す
る
特
例
）

指
定
都
市
の
県
費
負
担
教
職
員
の
任
免
、
給
与

第
五
十
八
条

の
決
定
、
休
職
及
び
懲
戒
に
関
す
る
事
務
は
、
第
三
十
七
条

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
指
定
都
市
の
教
育
委

員
会
が
行
う
。

、

、

２

指
定
都
市
の
県
費
負
担
教
職
員
の
研
修
は

第
四
十
五
条

教
育
公
務
員
特
例
法
第
十
九
条
第
二
項
並
び
に
第
二
十
条
の

二
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
指
定

都
市
の
教
育
委
員
会
が
行
う
。

（
中
核
市
に
関
す
る
特
例
）

地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
二
第
一

第
五
十
九
条

項
の
中
核
市
（
以
下
「
中
核
市
」
と
い
う

）
の
県
費
負
担

。

教
職
員
の
研
修
は
、
第
四
十
五
条
、
教
育
公
務
員
特
例
法
第

十
九
条
第
二
項
並
び
に
第
二
十
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
中
核
市
の
教
育
委
員
会
が
行

う
。

（
平
成
一
一
・
七
・
一
六
法
八
七
）

附

則

（
施
行
期
日
）

こ
の
法
律
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

第
一
条

る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に

定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
〜

略




